
- 1 -

理

由

大
規
模
な
災
害
に
よ
り
区
分
所
有
建
物
が
重
大
な
被
害
を
受
け
た
場
合
に
、
区
分
所
有
建
物
及
び
そ
の
敷
地
の
売
却
、
区
分

所
有
建
物
の
取
壊
し
等
の
必
要
な
処
分
を
多
数
決
に
よ
り
行
う
こ
と
を
可
能
と
す
る
特
別
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。
こ

れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。


